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【事案の概要】
本件は、意匠に係る物品をヘアキャッチャーとす

る意匠権（意匠登録第1620963号）を有する控訴人が、
被控訴人による被告製品の販売等が本件意匠権を侵
害すると主張して、被控訴人に対し、被告製品の販
売等の差止め等を求める事案である。原審は、被告

製品の意匠は本件意匠に類似しているとはいえない
として、控訴人の請求をいずれも棄却した。これを
不服として、控訴人は、本件控訴を提起したが、原
審と同様に被告製品の意匠は本件意匠に類似しない
とされ、控訴が棄却されたものである。

本判決は、最初に「類否判断の基準」として、「類否
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